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は
じ
め
に

洪
武
元
年(

一
三
六
八)

、
元
の
国
都
大
都
が
明
の
北
伐
軍
に
よ
っ
て
攻
略

さ
れ
る
と
、
翌
二
年
に
は
大
寧
・
上
都
は
じ
め
山
西
・
陝
西
方
面
、
三
年
に

は
開
平
・
応
昌
や
甘
粛
方
面
な
ど
が
明
軍
に
よ
り
相
次
ぎ
攻
略
・
平
定
さ
れ

た
。
さ
ら
に
北
帰
し
た
順
帝
が
崩
じ
る
と
、
中
国
東
北
地
方
は
モ
ン
ゴ
ル
勢

力
に
残
さ
れ
た
重
要
な
拠
点
の
一
つ
と
な
っ
た
。
洪
武
四
年
、
明
朝
は
同
地

方
内
部
の
足
並
み
の
乱
れ
に
乗
じ
て
遼
東
衛
指
揮
使
司
を
設
け
、
橋
頭
堡
を

確
保
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
こ
の
遼
東
衛
指
揮
使
司
は
す
ぐ
に
定
遼
都
衛

と
改
称
さ
れ
、
更
に
洪
武
八
年
に
全
土
の
在
外
都
衛
が
都
指
揮
使
司
に
改
称

さ
れ
る
と
、
遼
東
都
指
揮
使
司(

以
下
で
は
遼
東
都
司
と
略
す)

と
改
称
さ
れ
、

遼
東
地
方
の
軍
馬
を
統
括
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
後
、
明
朝
が
モ
ン

ゴ
ル
の
残
存
勢
力
と
の
戦
闘
を
制
し
、
現
在
の
遼
寧
省
に
相
当
す
る
遼
東
地

方
を
掌
握
し
た
契
機
は
、
洪
武
十
八
年
の
納
哈
出
と
そ
の
軍
民
三
十
万
の
降

伏
で
あ
っ
た
。
こ
の
明
朝
に
よ
る
遼
東
地
方
制
圧
の
詳
細
な
過
程
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
幾
つ
か
の
研
究
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
省
く
と
し
て

(

１)

、
こ
の

遼
東
地
方
内
外
に
は
女
直
、
モ
ン
ゴ
ル
、
朝
鮮(

高
麗)

族
な
ど
、
漢
族
と
は

出
自
を
異
に
す
る
人
々
が
多
く
散
居
し
て
い
た
。
明
朝
は
遼
東
都
司
を
通
し

て
遼
東
地
方
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
東
北
地
方
の
統
治
に
当
た
り
、
こ
の
よ

う
な
地
域
特
有
の
状
況
に
配
慮
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
統
治
政
策
の

主
要
な
も
の
に
は
、
明
朝
に
帰
服
し
て
き
た
モ
ン
ゴ
ル
系
部
族
、
女
直
、
朝

鮮(

高
麗)

族
な
ど
を
安
置
す
る
安
楽
・
自
在
二
州
な
ど
の
設
置

(

２)

、
遼
東
地
方

に
隣
接
す
る
地
帯
に
散
開
す
る
女
直
、
モ
ン
ゴ
ル
系
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
イ
の
諸
部

族
に
都
督
な
ど
の
肩
書
き
を
与
え
、
明
朝
と
貿
易
す
る
特
権
を
付
与
す
る
朝

貢
貿
易
、
女
直
、
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
イ
を
対
象
と
す
る
馬
市
・
互
市
場
交
易
な
ど

が
あ
っ
た
。
当
然
な
が
ら
遼
東
な
ど
明
朝
直
轄
エ
リ
ア
へ
の
襲
撃
に
対
し
て

は
、
明
軍
が
応
戦
し
た
り
討
伐
に
乗
り
出
し
た
り
す
る
こ
と
も
た
び
た
び
で

あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
遼
東
地
方
及
び
遼
東
を
取
り
巻
く
中
国
東
北
地
方
制
御
の

た
め
に
、
明
朝
は
硬
軟
取
り
混
ぜ
た
政
策
を
試
み
た
が
、
女
直
・
ウ
リ
ヤ
ン

ハ
イ
な
ど
と
明
朝
が
日
常
的
に
接
触
す
る
場
と
し
て
、
馬
市
・
互
市
場
が
あ

明
代
遼
東
馬
市
抽
銀
考

荷

見

守

義
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っ
た
。
こ
の
遼
東
馬
市
に
つ
い
て
は
す
で
に
江
嶋
壽
雄
氏
を
は
じ
め
と
す
る

多
く
の
研
究
が
あ
る
が
（
３
）

、
遼
東
馬
市
に
お
け
る
取
引
実
態
の
一
端
を
示
す
と

考
え
ら
れ
る
　
案
類
の
詳
細
な
分
析
は
、
未
だ
殆
ど
手
付
か
ず
の
状
態
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
分
析
か
ら
、
従
来
の
編
纂
史
料
の
性
格
解
明
や
、
従
来
見
え

て
来
な
か
っ
た
遼
東
馬
市
の
諸
側
面
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

る
。
私
は
別
稿
で
『
明
代
遼
東
　
案
　
編
』
所
収
の
遼
東
馬
市
関
係
　
案
の

性
格
に
つ
い
て
整
理
・
分
析
し
た
（
４
）

。
そ
の
結
果
、
ま
ず
『
明
代
遼
東
　
案

編
（
５
）

』
編
纂
時
に
、
編
纂
者
は
原
　
案
を
整
理
し
、
年
代
比
定
を
施
し
て
い

る
が
、
こ
れ
に
は
相
当
の
錯
誤
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
遼
東
馬

市
関
係
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
十
五
本
の
　
案
の
大
半
は
、
馬
市
に
お
け

る
取
引
物
品
に
課
す
商
税
で
あ
る
抽
分
銀
を
逐
一
記
録
し
た
部
分
と
、
馬
市

に
訪
れ
た
「
夷
人
」
で
あ
る
海
西
・
建
州
女
直
、
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
イ
の
た
め
に

支
出
し
た
撫
賞
費
用
を
こ
れ
ま
た
逐
一
記
録
し
た
部
分
と
を
主
と
し
、
馬
市

に
お
け
る
収
支
を
一
冊
に
ま
と
め
た
、
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
な
お
、
こ
の
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清

冊
は
、
旧
管
・
新
収
・
開
除
・
実
存
と
い
う
四
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
る
四
柱

奏
銷
冊
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
一
年
を
四
季
、
つ
ま
り
旧
暦
の
一
月
〜
三
月

を
春
季
、
四
月
〜
六
月
を
夏
季
、
七
月
〜
九
月
を
秋
季
、
十
月
〜
十
二
月
を

冬
季
に
分
け
、
一
季
ご
と
に
四
項
目
の
集
計
を
出
し
て
、
馬
市
の
監
督
に
当

た
る
馬
市
官
か
ら
巡
按
山
東
監
察
御
史
に
提
出
さ
れ
、
御
史
の
監
察
を
経
て

北
京
中
央
政
府
に
上
奏
さ
れ
て
い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
場

合
の
馬
市
官
は
遼
東
都
指
揮
使
司
の
配
下
で
馬
市
と
関
係
の
深
い
、
開
原
馬

市
な
ら
ば
遼
海
衛
、
三
萬
衛
、
安
楽
州
な
ど
、
撫
順
馬
市
な
ら
ば
定
遼
衛
な

ど
の
衛
所
官
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
も
の
と
結
論
づ
け
た
。

一
方
、
成
化
十
四
年
頃
以
降
、
馬
市
は
定
期
市
化
し
、
開
原
馬
市
の
交
易

期
日
は
毎
月
一
日
〜
五
日
の
一
市
、
広
寧
は
毎
月
一
日
〜
五
日
、
十
六
日
〜

二
十
日
の
二
市
で
あ
っ
た
（
６
）

と
従
来
さ
れ
て
来
た
が
、

案
か
ら
見
る
と
、
事

実
上
馬
市
は
年
中
無
休
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
化
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

こ
の
結
論
を
受
け
て
、
本
稿
で
は
馬
市
で
取
引
さ
れ
た
物
品
と
そ
れ
に
課

さ
れ
た
商
税
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
馬
市
官
の
管
理
監
督
の
下
で
行
わ
れ

た
馬
市
取
引
に
お
い
て
は
、
女
直
・
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
イ
が
持
ち
込
ん
だ
物
品
と

明
人
が
も
た
ら
し
た
物
品
が
交
易
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
物
品
の
種
類
と
税
額

の
詳
細
な
分
析
、
及
び
商
税
の
銀
納
化
問
題
は
、
従
来
概
括
的
な
記
述
を
見

る
こ
と
は
で
き
て
も
（
７
）

、

案
史
料
の
詳
細
な
検
討
を
経
て
お
ら
ず
、
内
容
に

大
き
な
危
険
性
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
残
存
　
案
が
明
代
後
半

期
の
嘉
靖
か
ら
萬
暦
に
集
中
し
て
い
る
の
で
、
分
析
の
対
象
と
す
る
時
期
も

嘉
靖
か
ら
萬
暦
と
な
る
。

一
、
遼
東
馬
市
徴
税
と
そ
の
周
辺

遼
東
馬
市
取
引
の
分
析
に
先
立
っ
て
、
税
額
、
徴
税
単
位
は
ど
の
よ
う
に

理
解
さ
れ
て
き
た
の
か
、
ま
た
明
代
後
半
期
の
徴
税
傾
向
、
取
引
品
種
は
ど

の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
き
た
の
か
、
ま
ず
従
来
の
見
解
を
押
さ
え
た
い
。

遼
東
馬
市
に
お
い
て
課
さ
れ
た
税
額
、
徴
税
単
位
、
徴
税
傾
向
に
つ
い
て

は
、
当
該
地
方
志
に
若
干
の
記
述
が
残
さ
れ
て
い
る
。
『
遼
東
志
』
巻
三
、

兵
食
志
、
辺
略
の
条
と
『
全
遼
志
』
巻
二
、
賦
役
志
、
田
賦
の
条
で
あ
る
。

遼
東
地
方
に
関
し
て
明
代
に
編
纂
さ
れ
た
地
方
志
と
し
て
は
、
右
記
の
『
遼

東
志
』
と
『
全
遼
志
』
の
二
志
し
か
現
存
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
貴

重
な
史
料
で
あ
る
。
楊
暘
氏
の
整
理
に
よ
れ
ば
、
『
遼
東
志
』
編
纂
の
た
め

の
資
料
収
集
作
業
は
早
く
も
永
楽
年
間
に
始
ま
り
、
正
統
八
年
に
最
初
の
編
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纂
作
業
が
始
ま
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
は
未
刊
に
終
わ
っ
た
。
そ
の
後
、
弘

治
元
年
、
『
遼
東
志
』
第
一
次
刊
本
が
完
成
し
、
嘉
靖
年
間
に
改
訂
さ
れ
て
、

嘉
靖
十
六
年
に
第
二
次
刊
本
が
完
成
し
た
。
こ
の
第
二
次
刊
本
が
現
在
の
通

行
本
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、『
全
遼
志
』
は
嘉
靖
四
十
四
年
に
『
遼
東
志
』

第
二
次
刊
本
を
修
訂
し
て
出
来
た
も
の
で
あ
る

(

８)

。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
江

嶋
氏
は
明
朝
後
期
に
お
け
る
徴
税
の
銀
納
化
と
、
急
速
な
銀
経
済
の
浸
透
と

の
密
接
な
関
係
を
指
摘
す
る
。
嘉
靖
か
ら
萬
暦
に
か
け
て
の
女
直
内
部
に
お

け
る
勢
力
争
い
は
、
明
朝
に
お
け
る
銀
経
済
の
拡
大
か
ら
の
影
響
を
背
景
と

し
て
お
り
、
嘉
靖
末
年
ま
で
に
女
直
と
明
朝
の
朝
貢
・
馬
市
・
互
市
場
を
通

じ
た
取
引
は
銀
を
共
通
通
貨
と
す
る
ま
で
に
な
り

(

９
）

、
こ
の
銀
経
済
の
定
着
は

朝
貢
に
お
け
る
回
賜
や
撫
賞
が
馬
市
・
互
市
場
に
お
け
る
商
取
引
と
密
接
な

関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
と
深
く
関
係
す
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る

（
10
）

。

遼
東
馬
市
の
取
引
品
種
に
つ
い
て
は
、
李
健
才
氏
が
『
清
史
簡
編
』
十
四

頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
遼
東
　
案
館
蔵
『
広
順
、
鎮
北
、
新
安
等
関
易
換
貨

物
抽
分
銀
両
清
冊
』
に
基
づ
き
、
「
開
原
北
関
に
来
て
貿
易
を
す
る
女
真
人

は
、
一
日
に
多
け
れ
ば
四
百
八
十
名
に
達
し
、
双
方
が
貿
易
す
る
貨
物
に
は

子
一
千
一
百
三
十
四
件
、
鉄
鍋
九
十
一
口
、
緞
十
四
匹
半
、
牛
十
五
頭
、

貂
皮
四
百
二
十
張
、
人
参
一
百
二
十
二
斤
、
馬
八
匹
等
等
。」
と
述
べ

（
11
）

、
さ

ら
に
「
馬
市
は
馬
の
売
買
が
主
で
あ
る
が
、
馬
市
で
交
易
さ
れ
る
土
産
の
貨

物
も
あ
り
、
特
に
明
朝
後
期
に
到
る
と
、
土
産
の
貨
物
の
交
易
は
更
に
多
く

な
っ
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
明
代
後
期
の
馬
市
に
到
っ
て
は
、
既
に
官
側
の

売
馬
市
場
か
ら
、
少
し
ず
つ
漢
、
ウ
イ
ヤ
ン
ハ
イ
、
女
真
各
族
が
互
い
に
有

無
を
通
じ
て
民
間
交
易
を
進
め
る
重
要
な
場
所
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
ウ

リ
ヤ
ン
ハ
イ
人
の
売
っ
た
も
の
は
馬
牛
羊
皮
張
等
畜
産
品
、
女
真
が
売
っ
た

も
の
は
貂
皮
、
人
参
、
蜂
蜜
、
木
耳
、

茹
、
松
子
等
の
狩
猟
と
採
集
品
で

あ
り
、
す
べ
て
馬
市
に
持
っ
て
い
っ
て
交
換
し
、
漢
族
が
供
応
し
た
も
の
は

布
匹
、
絲
綢
、
陶
瓷
器
、
米
、
塩
、
鉄
鍋
、
鉄
　
等
の
生
活
用
品
と
生
産
工

具
で
あ
る

(

12
）

。
」
、
「
馬
市
貿
易
を
通
し
て
、
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
イ
三
衛
と
女
真
各
部

は
、
そ
の
土
産
品
を
大
量
に
遼
東
の
漢
族
地
域
に
輸
入
せ
し
め
、
遼
東
漢
族

人
民
は
大
量
の
生
産
工
具
と
生
活
用
品
を
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
イ
と
女
真
各
部
に
輸

入
せ
し
め
、
こ
の
こ
と
で
各
族
人
民
の
生
産
の
発
展
と
生
活
の
向
上
に
重
要

な
影
響
を
与
え
た

（
13
）

。」
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
明
代
後
半
期
の
遼
東

馬
市
は
、
明
人
と
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
イ
・
女
直
が
民
間
交
易
を
す
る
場
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
、
地
方
志
に
お
け
る
遼
東
馬
市
徴
税
記
録
と
そ
の
問
題
点

前
節
で
挙
げ
た
。
『
遼
東
志
』
と
『
全
遼
志
』
の
間
で
、
遼
東
馬
市
に
お

け
る
徴
税
記
録
に
相
違
が
見
ら
れ
、
そ
の
相
違
は
嘉
靖
十
六
年
か
ら
同
四
十

五
年
ま
で
の
約
三
十
年
間
の
間
の
変
化
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
通
説

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
具
体
的
な
変
化
と
言
え
ば
、
銀
納
と
物
納
が
入
り
混

じ
っ
た
『
遼
東
志
』
段
階
か
ら
全
銀
納
の
『
全
遼
志
』
段
階
へ
の
移
行
と
い

う
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
二
志
の
間
の
変
化
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
こ
と

と
す
る
。

ま
ず
『
遼
東
志
』
巻
三
、
兵
食
志
、
辺
略
、
抽
分
貨
物
の
条
に
は
、

騙
馬
　
　
　
一
匹
　
銀
六
銭

兒
馬
　
　
　
一
匹
　
銀
五
銭

馬
　
　
　
一
匹
　
銀
四
銭

牛
　
　
　
　
一
隻
　
銀
二
銭

緞
　
　
　
　
一
疋
　
銀
一
分
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鍋
　
　
　
　
一
口
　
銀
一
分

羊
　
　
　
　
一
隻
　
銀
一
分

貂
皮
　
　
　
一
張
　
銀
二
分

豹
皮
　
　
　
一
張
　
銀
一
銭

熊
虎
皮
　
　
毎
張
　
銀
三
分

鹿
皮
　
　
　
一
張
　
銀
一
分

狐
狸
睡
貉
皮
毎
張
　
銀
一
分

皮
　
　
　
一
張
　
銀
五
厘

黄
　
　
　
　
十
塊
抽
一

人
参
　
　
　
十
圍
抽
一

榛
松
　
　
二
十
斤
抽
一
斤

と
あ
る
。
一
方
、
『
全
遼
志
』
巻
二
、
賦
役
志
、
田
賦
、
馬
市
抽
分
の
条
に

は
、兒

馬
　
　
　
一
匹
　
銀
五
銭

馬
駒
　
　
　
一
匹
　
銀
三
銭

騙
馬
　
　
　
一
匹
　
銀
六
銭

小
馬
　
　
　
一
匹
　
銀
二
銭

馬
　
　
　
一
匹
　
銀
四
銭

大
牛
　
　
　
一
隻
　
銀
二
銭

小
牛
　
　
　
一
隻
　
銀
一
銭

中
牛
　
　
　
一
隻
　
銀
一
銭
五
分

牛
犢
　
　
　
一
隻
　
銀
五
分

騾
　
　
　
　
一
頭
　
銀
三
銭

綿
羊
　
　
　
一
隻
　
銀
二
分

山
羊
　
　
　
一
隻
　
銀
一
分

貂
皮
　
　
　
一
張
　
銀
二
分

豹
皮
　
　
　
一
張
　
銀
一
銭

熊
虎
皮
　
　
一
張
　
銀
三
分

鹿
皮
　
　
　
一
張
　
銀
二
分

皮
　
　
　
一
張
　
銀
五
厘

狐
貉
皮
　
　
一
張
　
銀
一
分

参
　
　
　
　
一
斤
　
銀
五
分

松
子
　
　
　
一
斗
　
銀
三
分

蜜
　
　
　
　
十
斤
　
銀
一
分

一
斤
　
銀
一
分

木
耳
　
　
　
十
斤
　
銀
一
分

木
　
　
　
十
五
斤
　
銀
一
分

馬
尾
　
　
　
一
斤
　
銀
一
分

驢
　
　
　
　
一
頭
　
銀
一
銭

緞
　
　
　
　
一
疋
　
銀
一
銭

襖
子
　
　
　
一
件
　
銀
五
分

鍋
　
　
　
　
一
口
　
銀
三
分

子
　
　
　
一
件
　
銀
五
厘

絹
　
　
　
　
一
疋
　
銀
一
分

水
獺
皮
　
　
一
張
　
銀
二
分

と
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
記
載
を
比
較
す
る
と
、
『
遼
東
志
』
、
『
全
遼
志
』
共

通
の
項
目
、
『
遼
東
志
』
よ
り
『
全
遼
志
』
の
抽
分
額
が
騰
が
っ
た
項
目
、

『
遼
東
志
』
の
物
納
か
ら
『
全
遼
志
』
の
銀
納
に
変
わ
っ
た
項
目
、『
遼
東
志
』

に
あ
っ
て
『
全
遼
志
』
に
な
い
項
目
、
『
遼
東
志
』
な
く
て
『
全
遼
志
』
に

あ
る
項
目
、
『
遼
東
志
』
よ
り
『
全
遼
志
』
の
ほ
う
が
細
分
化
さ
れ
た
項
目



5

に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
遼
東
志
』、『
全
遼
志
』
共
通
の
項
目
と
し
て
は
、

騙
馬
　
　
　
一
匹
　
銀
六
銭

兒
馬
　
　
　
一
匹
　
銀
五
銭

馬
　
　
　
一
匹
　
銀
四
銭

貂
皮
　
　
　
一
張
　
銀
二
分

豹
皮
　
　
　
一
張
　
銀
一
銭

熊
虎
皮
　
　
一
張
　
銀
三
分

狐
狸
睡
貉
皮
毎
張
　
銀
一
分→
狐
貉
皮
　
　
一
張
　
銀
一
分
（『
全
遼
志
』）

皮
　
　
　
一
張
　
銀
五
厘

が
あ
り
、
『
遼
東
志
』
よ
り
『
全
遼
志
』
の
抽
分
額
が
騰
が
っ
た
項
目
と
し

て
は
、

緞
　
　
　
　
一
疋
　
銀
一
分→

銀
一
銭

鍋
　
　
　
　
一
口
　
銀
一
分→

銀
三
分

羊
　
　
　
　
一
隻
　
銀
一
分→

綿
羊
　
　
　
一
隻
　
銀
二
分

鹿
皮
　
　
　
一
張
　
銀
一
分→

銀
二
分

が
あ
り
、
『
遼
東
志
』
の
物
納
か
ら
『
全
遼
志
』
の
銀
納
に
変
わ
っ
た
項
目

と
し
て
は

黄
　
　
　
　
十
塊
抽
一→

　
　
　
　
　
一
斤
　
銀
一
分

人
参
　
　
　
十
圍
抽
一→

参
　
　
　
　
一
斤
　
銀
五
分

が
あ
り
、『
遼
東
志
』
に
あ
っ
て
『
全
遼
志
』
に
な
い
項
目
と
し
て
は
、

榛
松
　
　
二
十
斤
抽
一
斤

が
あ
り
、『
遼
東
志
』
に
な
く
て
『
全
遼
志
』
に
あ
る
項
目
と
し
て
は
、

小
馬
　
　
　
一
匹
　
銀
二
銭

騾
　
　
　
　
一
頭
　
銀
三
銭

山
羊
　
　
　
一
隻
　
銀
一
分

松
子
　
　
　
一
斗
　
銀
三
分

蜜
　
　
　
　
十
斤
　
銀
一
分

木
耳
　
　
　
十
斤
　
銀
一
分

木
　
　
十
五
斤
　
銀
一
分

馬
尾
　
　
　
一
斤
　
銀
一
分

驢
　
　
　
　
一
頭
　
銀
一
銭

襖
子
　
　
　
一
件
　
銀
五
分

子
　
　
　
一
件
　
銀
五
厘

絹
　
　
　
　
一
疋
　
銀
一
分

水
獺
皮
　
　
一
張
　
銀
二
分

が
あ
り
、
『
遼
東
志
』
よ
り
『
全
遼
志
』
の
ほ
う
が
細
分
化
さ
れ
た
項
目
と

し
て
は
、

牛
　
　
　
　
一
隻
　
銀
二
銭→

大
牛
　
　
　
一
隻
　
銀
二
銭

中
牛
　
　
　
一
隻
　
銀
一
銭
五
分

小
牛
　
　
　
一
隻
　
銀
一
銭

牛
犢
　
　
　
一
隻
　
銀
五
分

が
あ
る
。
た
だ
、
『
遼
東
志
』
に
あ
っ
て
『
全
遼
志
』
に
な
い
項
目
の
「
榛

松
」
と
は
榛
子
・
松
子
の
略
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
榛
子
と
松
子
に
項
目
が

細
分
化
し
て
榛
子
が
見
え
な
い
だ
け
の
事
情
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
分
類
か
ら
、
李
健
才
氏
に
よ
り
、
あ
る
も
の
は
銀
納
、
あ
る
も
の

は
物
納
と
さ
れ
て
来
た
『
遼
東
志
』
段
階
か
ら
全
銀
納
の
『
全
遼
志
』
段
階

へ
の
移
行
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
点
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
も
の
の
、
抽
分
額

の
変
化
と
い
う
面
に
注
目
す
る
と
、
変
化
し
な
い
項
目
と
増
額
さ
れ
た
項
目

が
同
じ
く
ら
い
の
比
率
を
占
め
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
か
ら
看
得
さ
れ
る
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こ
と
は
、
二
志
に
示
さ
れ
た
抽
分
額
の
一
覧
そ
の
も
の
が
極
め
て
暫
定
的
な

性
格
の
も
の
で
、
地
方
志
編
纂
時
点
に
お
い
て
参
観
し
た
　
案
に
依
拠
し
た

も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
大
幅
な
項
目
の
増
加
と
、
特

に
牛
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
一
品
種
の
中
に
お
け
る
細
分
化
は
、
官
側
に
お
け

る
実
態
把
握
が
進
ん
だ
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
明
ら
か
に
馬
市
に
お
け

る
取
引
品
目
の
拡
大
を
反
映
し
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
延
長
線
上
に
は
馬
市

に
お
け
る
取
引
傾
向
の
変
化
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
、

『
明
代
遼
東
　
案
　
編
』
所
収
の
馬
市
関
係
　
案
か
ら
検
討
し
て
み
た
い
。

三
、
遼
東
馬
市
取
引
品
目

『
明
代
遼
東
　
案
　
編
』
所
収
の
馬
市
関
係
　
案
か
ら
、
抽
分
額
、
つ
ま

り
徴
税
額
を
抽
出
す
る
前
に
、
同
　
案

（
14
）

掲
載
の
物
品
の
種
類
に
つ
い
て
見
て

お
き
た
い
。
ま
ず
、
『
明
代
遼
東
　
案
　
編
』
所
収
の
馬
市
関
係
　
案
十
五

本
の
う
ち
、

３
　
□
□
□
指
揮
僉
事
完
仁
呈
報
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

６
　
遼
海
衛
指
揮
僉
事
高
良
弼
呈
報
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

７
　
□
□
□
指
揮
同
知
戴
良
棟
呈
報
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

８
　
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

９
　
定
遼
後
衛
経
歴
司
呈
報
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

10

馬
市
抽
分
税
銀
清
冊

11

馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

15

撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

の
八
本
に
抽
分
記
録
が
あ
る
こ
と
は
す
で
に
別
稿
で
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る

（
15
）

が
、
抽
分
に
関
わ
る
馬
市
取
引
の
記
述
形
式
に
は
若
干
の
ば
ら
つ
き

が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
形
式
と
は
、
例
え
ば
10
の
馬
市
抽
分
税
銀
清
冊
に

は
、

…
…
十
一
年
秋
季
分
、
七
月
起
至
九
月
終
止
、
通
共
抽
銀
…
…
。

七
月
分
、
共
抽
銀
七
両
三
銭
四
分
。

十
三
日
一
起
、
広
順
関
進
入
買
売
夷
人
南
台
等
五
百
名
、
到
市
与
買
売

人
裴
信
…
…
皮
等
物
、
共
抽
銀
七
両
三
銭
四
分
。

一
、
入
市
貨
物
抽
銀
三
両
四
銭
八
分
。

襖
子
二
件
、
抽
銀
三
銭
、
緞
一
匹
、
抽
銀
一
銭
、
牛
八
隻
、
抽
銀
二
□
、

鍋
一
口
、
抽
銀
三
分
、

子
七
十
件
、
抽
銀
三
銭
五
分
、
羊
九
隻
、
抽

銀
□
□
、
木
耳
四
百
六
十
斤
、
抽
銀
四
銭
六
分
、
羊
皮
襖
三
件
、
抽
銀

三
分
、
羊
皮
十
五
張
、
抽
銀
三
分
。

一
、
易
換
貨
物
抽
銀
三
両
八
銭
六
分
。

貂
皮
二
十
張
、
抽
銀
五
銭
、
鹿
皮
四
張
、
抽
銀
八
分
…
…
狐
皮
二
十
七

張
、
抽
銀
二
銭
七
分
、
馬
四
匹
、
抽
銀
二
□
、

皮
十
八
張
、
抽
銀
九

分
、
木
　
六
十
把
、
抽
銀
六
分
。

と
あ
り
、
こ
の
　
案
は
遼
東
の
開
原
馬
市
の
記
録
で
あ
る
が
、
ま
ず
開
原
の

ど
こ
の
関
か
ら
ど
の
よ
う
な
者
が
何
人
入
関
し
た
か
、
そ
の
取
引
相
手
は
誰

で
合
計
抽
銀
額
は
幾
ら
か
を
記
し
、
次
に
「
一
、
入
市
貨
物
抽
銀
三
両
四
銭

八
分
。
」
と
し
て
、
売
買
の
物
品
か
ら
徴
収
さ
れ
た
抽
銀
額
を
記
し
、
そ
の

内
訳
を
記
す
。
そ
の
次
に
「
一
、
易
換
貨
物
抽
銀
三
両
八
銭
六
分
。
」
と
し

て
、
や
は
り
売
買
の
物
品
か
ら
徴
収
さ
れ
た
抽
銀
額
を
記
し
、
そ
の
内
訳
を

記
す
の
で
あ
る
が
、
例
え
ば
11
の
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊
を
見

る
と
、初

八
日
一
起
、
新
安
関
進
入
夷
人
把
打
　
等
五
十
五
名
、
到
市
与
買
売

人
楊
景
時
等
易
□
抽
銀
八
分
。
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一
、
入
市
布
。

一
、
易
換
羊
四
隻
、
抽
銀
八
分
。

と
あ
る
部
分
と
、

…
…
四
両
四
銭
三
分
五
厘
。

一
、
入
市
貨
物
抽
銀
一
両
八
銭
九
分
。

襖
子
七
件
、
抽
銀
一
両
五
分
、
鍋
四
口
、
抽
銀
一
銭
二
分
、

子
九
十

四
件
、
抽
銀
四
…
…
、
牛
一
隻
、
抽
銀
二
銭
五
分
。

一
、
易
換
貨
物
抽
銀
二
両
五
銭
四
分
五
厘
。

馬
二
匹
、
抽
銀
一
両
四
銭
、
貂
皮
三
十
九
張
、
抽
銀
九
銭
七
分
五
厘
、

参
十
一
斤
、
抽
銀
一
銭
、
…
…
蝋
二
斤
、
抽
銀
二
分
、
狐
皮
二
張
、
抽

銀
二
分
、
羊
皮
五
張
、
抽
銀
一
分
、

十
五
斤
、
抽
…
…
。

と
あ
る
部
分
が
あ
る
よ
う
に
、
同
一
　
案
の
中
で
も
記
述
形
式
に
若
干
の
ば

ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
９
の
定
遼
後
衛
経
歴
司
呈
報
馬
市
抽
分
与
撫
賞

夷
人
用
銀
物
清
冊
で
は
、

（
四
月
）
二
十
三
日
、
夷
人
張
海
等
一
百
三
十
名
、
到
市
与
買
売
人
呉

七
等
交
易
、
行
使
豬
、
牛
等
物
、
換
過
麻
布
、
糧
食
、
馬
匹
等
貨
。
一

号
起
、
四
十
五
号
止
、
共
抽
税
銀
一
十
四
両
九
銭
一
分
五
厘
。

と
あ
り
、
10
や
11
の
　
案
の
よ
う
に
は
貨
物
を
は
っ
き
り
入
市
と
易
換
に
分

け
て
い
な
い
。
し
か
し
、
「
行
使
豬
牛
等
物
、
換
過
麻
布
、
糧
食
、
馬
匹
等

貨
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
入
市
貨
物
が
豬
牛
で
易
換
貨
物
が
麻
布
、
糧
食
、

馬
匹
等
に
相
当
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
夷
人
と
売
買
人
と
の
間
の
取

引
は
一
号
か
ら
四
十
五
号
ま
で
と
あ
る
よ
う
に
、
号
数
で
整
理
さ
れ
て
い
た

こ
と
も
分
か
る
。
ま
た
、
３
の
□
□
□
指
揮
僉
事
完
仁
呈
報
馬
市
抽
分
与
撫

賞
夷
人
用
銀
物
清
冊
に
お
い
て
は
、

初
八
日
一
起
、
買
売
夷
人
磨
磨
等
四
十
四
名
、
従
広
順
関
進
入
、
到
市

与
買
売
人
李
見
等
易
換
牛
隻
等
物
、
共
抽
銀
一
両
八
銭
二
分
一
厘
。

大
牛
一
隻
、
抽
銀
四
銭
、
小
牛
三
隻
、
抽
銀
三
銭
、
牛
犢
一
隻
、
抽
銀

五
分
、
山
羊
八
隻
、
抽
銀
八
分
、
鍋
一
口
、
抽
銀
三
分
、
貂
皮
二
張
、

抽
銀
四
分
、
豹
皮
一
張
、
抽
銀
一
銭
、

皮
十
一
張
、
抽
銀
五
分
五
厘
、

□
□
□
張
半
、
抽
銀
七
分
、
参
二
百
七
十
八
園
、
抽
銀
二
銭
七
分
八
厘
、

□
□
□
□
九
斤
、
抽
銀
三
分
九
厘
、
蜜
八
十
九
斤
、
抽
銀
八
分
九
厘
、

靴
一
十
三
双
、
抽
銀
一
分
三
厘
、
木
枯
一
百
四
十
斤
、
抽
銀
九
分
三
厘
、

睡
皮
一
十
一
張
、
抽
銀
一
銭
一
分
、
榛
子
四
斗
、
抽
銀
四
厘
、
緞
襖
一

件
、
抽
銀
五
分
、
羊
馬
皮
五
張
、
抽
銀
一
分
、

子
二
件
、
抽
銀
一

分
。

と
あ
り
、
取
引
の
細
目
は
あ
っ
て
も
、
「
易
換
牛
隻
等
物
」
と
あ
る
だ
け
で

入
市
と
易
換
の
区
別
は
明
確
で
な
い
。
こ
の
３
の
　
案
以
外
で
は
15
も
抽
銀

記
事
が
短
く
て
こ
の
よ
う
な
形
式
は
明
ら
か
で
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
３
、

15
を
除
く
６
〜
11
の
　
案
に
お
け
る
入
市
と
易
換
の
区
別
は
明
確
で
あ
る
の

で
、
以
下
で
は
　
案
３
、
６
〜
11
、
15
の
取
引
品
目
を
抽
出
・
分
類
し
て
い

く
が
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
３
、
15
以
外
は
入
市
（
貨
物
）、
易
換
（
貨
物
）

に
分
け
て
示
す
こ
と
と
し
た
い
。

３
、
□
□
□
指
揮
僉
事
完
仁
呈
報
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

こ
の
　
案
は
嘉
靖
二
九
年
八
月
〜
十
月
前
後
の
、
海
西
女
直
・
ウ
リ
ヤ
ン

ハ
イ
を
対
象
と
す
る
開
原
馬
市
の
記
録
で
あ
る

（
16
）

。
ま
ず
、
明
確
に
易
換
に
挙

が
っ
て
い
る
品
目
は
、
牛
隻
、
睡
皮
、
馬
匹
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
の
品
目
を

見
る
と
、

畜
産
…
　
馬
、
兒
馬
、
小
馬
、
馬
駒
、

馬
駒
、
大
牛
、
中
牛
、
小
牛
、
牛

犢
、
小
豬
、
驢
、
山
羊
、
綿
羊
、
鶏

皮
革
な
ど
…
牛
皮
、
豬
　
皮
、
貂
皮
、
彪
皮
、
鹿
皮
、

皮
、
熊
皮
、

皮
、
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狐
睡
皮
、
睡
皮
、
羊
皮
、
羊
馬
皮
、
水
獺
皮
、
馬
尾

布
絹
…
絹
、
緞
、

衣
服
…
緞
襖
、
襖
子

皮
革
加
工
品
…
羊
皮
襖

毛
織
物
…
氈

手
工
品
…
弓
、
撒
袋
、
靴
、

農
産
・
採
集
物
…
参
、
蜂
蜜
、
蜜
、
参
蝋
、
珠
子
、
榛
子
、
松
子
、
木
耳
、

木
枯

金
属
加
工
品
…
　
子
、
鍋

と
な
る
。

６
、
遼
海
衛
指
揮
僉
事
高
良
弼
呈
報
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

こ
の
　
案
は
萬
暦
四
年
七
月
〜
九
月
の
、
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
イ
を
対
象
と
す
る

開
原
馬
市
の
記
録
で
あ
る
。
品
目
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

入
市

布
絹
…
布

易
換

畜
産
…
馬
、
牛
、
驢

皮
革
加
工
品
…
羊
皮
襖

７
、
□
□
□
指
揮
同
知
戴
良
棟
呈
報
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

こ
の
　
案
は
萬
暦
五
年
正
月
〜
同
六
年
六
月
及
び
そ
れ
以
降
の
、
ウ
リ
ヤ

ン
ハ
イ
を
対
象
と
す
る
開
原
馬
市
の
記
録
で
あ
る
。
品
目
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
。

入
市

布
絹
…
布

易
換

布
絹
…
馬
、
牛
、
驢
、
騾
、
羊

皮
革
…
羊
皮
、
睡
皮
、
貂
皮

皮
革
加
工
品
…
羊
皮
襖

毛
織
物
…
氈

８
、
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

こ
の
　
案
は
萬
暦
六
年
四
月
〜
八
月
の
、
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
イ
を
対
象
と
す
る

開
原
馬
市
の
記
録
で
あ
る
。
品
目
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

入
市

布
絹
…
布

易
換

畜
産
…
馬
、
牛

９
、
定
遼
後
衛
経
歴
司
呈
報
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

こ
の
　
案
は
萬
暦
六
年
四
月
十
七
日
〜
七
月
八
日
の
、
建
州
女
直
を
対
象

と
す
る
撫
順
馬
市
の
記
録
で
あ
る
。
品
目
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

入
市

畜
産
…
豬
、
牛

易
換

畜
産
…
馬
匹

皮
革
…
　
皮

布
絹
…
麻
布

農
産
・
採
集
物
…
人
参
、
木
耳
、
糧
食

10
、
馬
市
抽
分
税
銀
清
冊

こ
の
　
案
は
萬
暦
十
一
年
七
月
〜
八
月
の
、
海
西
女
直
を
対
象
と
す
る
開

原
馬
市
の
記
録
で
あ
る
。
品
目
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

入
市
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畜
産
…
牛
、
驢
、
豬
、
羊

皮
革
…
羊
皮

皮
革
加
工
品
…
羊
襖
子

布
絹
…
絹
、
緞

衣
服
…
襖
子

金
属
加
工
品
…
　
子
、
鍋

農
産
・
採
集
物
…
木
耳

易
換

畜
産
…
馬

皮
革
…
貂
皮
、
鹿
皮
、
狐
皮
、

皮

手
工
品
…
木
　

11
、
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

こ
の
　
案
は
萬
暦
十
二
年
正
月
〜
三
月
…
七
月
〜
九
月
、
及
び
そ
れ
以
降

の
、
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
イ
、
海
西
女
直
を
対
象
と
す
る
開
原
馬
市
の
記
録
で
あ
る
。

品
目
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

入
市

畜
産
…
牛
、
豬
、
驢
、
羊

布
絹
…
絹
、
緞
、
布

皮
革
加
工
品
…
羊
皮
襖
、
水
靴

衣
服
…
襖
子

金
属
加
工
品
…
　
子
、
鍋

易
換

畜
産
…
馬
、
牛
、
羊

皮
革
…
馬
尾
、
牛
皮
、
貂
皮
、
鹿
皮
、
狐
皮
、
睡
皮
、

皮
、
狼
皮
、
羊
皮
、

豹
皮
、
水
獺
皮

農
産
・
採
集
物
…
木
耳
、
参
、

、
蜜
、
蝋
、
榛
子
、
松
子
、
珠
子

手
工
品
…
木
　
、
箭
挿

毛
織
物
…
氈

15
、
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

こ
の
　
案
は
嘉
靖
三
十
年
以
前
で
あ
る
が
、
萬
暦
年
間
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
、
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
イ
、
海
西
女
直
を
対
象
と
す
る
開
原
馬
市
の
記
録
で
あ
る
。

品
目
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
入
市
、
易
換
の
区
別
は
不
明
で
あ
る
。

畜
産
…
小
豬
、
綿
羊

皮
革
…
鹿
皮
、
睡
皮
、

皮
、
羊
皮
、
水
獺
皮

皮
革
加
工
品
…
羊
皮
襖

金
属
加
工
品
…
　
子
、
鍋

農
産
・
採
集
物
…
蜜
、
参
蝋
、
木
耳
、
木
枯
、
松
子

手
工
品
…
撒
袋
、
罎

以
上
の
品
目
を
ま
と
め
て
み
る
と
、

畜
産
…
馬
匹
、

馬
、
兒
馬
、
小
馬
、
馬
駒
、

馬
駒
、
牛
、
大
牛
、
中
牛
、

小
牛
、
牛
犢
、
豬
、
小
豬
、
驢
、
騾
、
羊
、
山
羊
、
綿
羊
、
鶏

皮
革
な
ど
…
牛
皮
、
豬
　
皮
、
貂
皮
、
彪
皮
、
鹿
皮
、

皮
、
熊
皮
、

皮
、

狐
睡
皮
、
睡
皮
、
羊
皮
、
狐
皮
、
羊
馬
皮
、
狼
皮
、
豹
皮
、
水

獺
皮
、
馬
尾

皮
革
加
工
品
…
羊
皮
襖
、
水
靴

毛
織
物
…
氈

布
絹
…
絹
、
緞
、
布
、

、
麻
布

衣
服
…
緞
襖
、
襖
子

手
工
品
…
弓
、
箭
挿
、
撒
袋
、
木
　
、
靴
、

、
罎

農
産
・
採
集
物
…
参
、
人
参
、
蜂
蜜
、
蜜
、
参
蝋
、
蝋
、
珠
子
、
榛
子
、
松
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子
、
木
耳
、
木
枯
、

、
糧
食

金
属
加
工
品
…
　
子
、
鍋

と
な
り
、
入
市
貨
物
、
易
換
貨
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

入
市
貨
物

畜
産
…
牛
、
豬
、
驢
、
羊

皮
革
…
羊
皮

皮
革
加
工
品
…
羊
襖
子
、
水
靴

布
絹
…
絹
、
緞
、
布

衣
服
…
襖
子

金
属
加
工
品
…
　
子
、
鍋

農
産
・
採
集
物
…
木
耳

易
換
貨
物

畜
産
…
馬
匹
、
牛
、
驢
、
騾
、
羊

皮
革
…
羊
皮
、
睡
皮
、
貂
皮
、

皮
、
鹿
皮
、
狐
皮
、
馬
尾
、
牛
皮
、
狼
皮
、

豹
皮
、
水
獺
皮

皮
革
加
工
品
…
羊
皮
襖

毛
織
物
…
氈

布
絹
…
麻
布

手
工
品
…
木
　
、
箭
挿

農
産
・
採
集
物
…
木
耳
、
参
、
人
参
、

、
蜜
、
蝋
、
榛
子
、
松
子
、
珠

子
、
糧
食

と
な
り
、
入
市
と
易
換
に
共
通
す
る
品
目
は
、

畜
産
…
牛
、
驢
、
羊

皮
革
…
羊
皮

皮
革
加
工
品
…
羊
襖
子

農
産
・
採
集
物
…
木
耳

で
あ
り
、
入
市
貨
物
に
の
み
現
れ
る
も
の
は
、

畜
産
…
豬

皮
革
加
工
品
…
水
靴

布
絹
…
絹
、
緞
、
布

衣
服
…
襖
子

金
属
加
工
品
…
　
子
、
鍋

で
あ
り
、
易
換
貨
物
に
の
み
現
れ
る
も
の
は
、

畜
産
…
馬
匹
、
騾

皮
革
…
睡
皮
、
貂
皮
、

皮
、
鹿
皮
、
狐
皮
、
馬
尾
、
牛
皮
、
狼
皮
、
豹
皮
、

水
獺
皮

毛
織
物
…
氈

布
絹
…
麻
布

手
工
品
…
木
　
、
箭
挿

農
産
・
採
集
物
…
参
、
人
参
、

、
蜜
、
蝋
、
榛
子
、
松
子
、
珠
子
、
糧

食

と
な
る
。
そ
の
ほ
か
不
明
な
品
目
は
、

畜
産
…
　
馬
、
兒
馬
、
小
馬
、
馬
駒
、

馬
駒
、
大
牛
、
中
牛
、
小
牛
、
牛

犢
、
小
豬
、
山
羊
、
綿
羊
、
鶏

皮
革
な
ど
…
豬
　
皮
、
彪
皮
、
熊
皮
、

皮
、
狐
睡
皮
、
羊
馬
皮

布
絹
…
　

衣
服
…
緞
襖

手
工
品
…
弓
、
撒
袋
、
靴
、

、
罎

農
産
・
採
集
物
…
参
、
蜂
蜜
、
参
蝋
、
木
枯

と
な
る
。
た
だ
留
意
す
べ
き
は
馬
、
牛
、
豬
、
羊
な
ど
の
表
現
が
用
い
ら
れ
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た
時
、
細
か
い
種
類
分
け
が
消
さ
れ
て
い
る
可
能
性
で
あ
る
。

入
市
に
し
か
な
い
品
目
を
見
る
と
、
絹
、
緞
、
布
な
ど
の
布
絹
や
襖
子
、

子
、
鍋
な
ど
の
金
属
加
工
品
が
目
を
惹
く
ほ
か
、
畜
産
と
し
て
豬
が
あ
り
、

入
市
貨
物
は
遼
東
の
「
明
人
」
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
一
方
、

易
換
に
し
か
な
い
品
目
を
見
る
と
、
畜
産
と
し
て
馬
匹
や
騾
、
皮
革
と
し
て

睡
皮
、
貂
皮
、

皮
、
鹿
皮
、
狐
皮
、
馬
尾
、
牛
皮
、
狼
皮
、
豹
皮
、
水
獺

皮
な
ど
多
種
、
農
産
・
採
集
物
と
し
て
人
参
（
参
）
、

、
蜜
、
蝋
、
榛

子
、
松
子
、
珠
子
、
糧
食
な
ど
多
種
で
あ
る
こ
と
が
目
を
惹
く
。
易
換
貨
物

は
「
夷
人
」
に
よ
っ
て
馬
市
に
持
ち
込
ま
れ
、
「
明
人
」
と
の
取
引
に
供
さ

れ
た
物
品
と
判
断
さ
れ
る
。
さ
ら
に
入
市
と
易
換
に
共
通
す
る
品
目
を
見
る

と
、
牛
と
羊
及
び
羊
皮
や
羊
襖
子
な
ど
の
羊
を
原
材
料
と
す
る
も
の
が
留
意

さ
れ
る
。
遼
東
馬
市
に
お
け
る
取
引
に
お
い
て
は
、
「
明
人
」
と
「
夷
人
」

の
遼
東
内
外
交
易
と
い
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
遼
東
と
い
う
地
域
内
に
お
け

る
共
通
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
し
て
の
役
目
を
負
っ
て
い
た
こ
と
が
看
得
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

こ
こ
で
地
方
志
に
あ
る
品
目
と
の
有
無
を
比
較
す
る
と
、
地
方
志
に
見
え

て
　
案
に
見
え
な
い
も
の
は
騙
馬
、
狸
皮
、
貉
皮
、
虎
皮
、
黄
蝋
だ
け
で
、

『
遼
東
志
』
に
な
く
て
『
全
遼
志
』
に
あ
る
品
目
は
全
て
あ
る
。
ま
た
、

案

に
あ
り
地
方
志
に
見
え
な
い
品
目
は
、

畜
産
…
馬
駒
、

馬
駒
、
豬
、
小
豬
、
騾
、
綿
羊
、
鶏

皮
革
な
ど
…
牛
皮
、
豬
　
皮
、
彪
皮
、

皮
、
狐
睡
皮
、
羊
皮
、
羊
馬
皮
、

狼
皮

皮
革
加
工
品
…
羊
皮
襖
、
水
靴

毛
織
物
…
氈

布
絹
…
布
、

、
麻
布

衣
服
…
緞
襖

手
工
品
…
弓
、
箭
挿
、
撒
袋
、
木
　
、
靴
、

、
罎

農
産
・
採
集
物
…
蜂
蜜
、
蜜
、
珠
子
、
木
枯
、
糧
食

が
あ
り
、
入
市
と
易
換
の
双
方
に
跨
っ
て
地
方
志
に
見
え
な
い
品
目
が
多
く
、

地
方
志
掲
載
の
品
目
は
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
取
引
を
完
全
に
は
反
映
し
て
い
な
か

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

四
、
遼
東
馬
市
　
案
の
徴
税
額

次
に
地
方
志
記
載
の
徴
税
額
と
各
　
案
に
見
え
る
抽
銀
の
税
高
を
比
較
検

討
し
て
み
た
い
。

３
、
□
□
□
指
揮
僉
事
完
仁
呈
報
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

馬
　
　
　
一
匹
　
銀
四
銭

兒
馬
　
　
　
一
匹
　
銀
五
銭

小
馬
　
　
　
一
匹
　
銀
二
銭

馬
駒
　
　
　
一
匹
　
銀
一
銭

馬
駒
　
　
一
匹
　
銀
一
分

大
牛
　
　
　
一
隻
　
銀
二
銭

中
牛
　
　
　
一
隻
　
銀
一
銭
五
厘

小
牛
　
　
　
一
隻
　
銀
一
銭

牛
犢
　
　
　
一
隻
　
銀
五
分

小
豬
　
　
　
一
隻
　
銀
五
厘

驢
　
　
　
　
一
頭
　
銀
五
分

山
羊
　
　
　
一
隻
　
銀
一
分

綿
羊
　
　
　
一
隻
　
銀
二
分
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牛
皮
　
　
　
一
張
　
銀
五
厘

豬
　
皮
　
　
一
張
　
銀
一
厘

貂
皮
　
　
　
一
張
　
銀
二
分

彪
皮
　
　
　
一
張
　
銀
一
銭

鹿
皮
　
　
　
一
張
　
銀
二
分

皮
　
　
　
一
張
　
銀
五
厘

熊
皮
　
　
　
一
張
　
銀
二
分

皮
　
　
　
一
張
　
銀
一
厘

狐
睡
皮
　
　
一
張
　
銀
一
分

睡
皮
　
　
　
一
張
　
銀
一
分

羊
皮
　
　
　
一
張
　
銀
五
厘

羊
馬
皮
　
　
一
張
　
銀
二
厘

水
獺
皮
　
　
一
張
　
銀
二
分

馬
尾
　
　
　
一
両
　
銀
三
毫
一
絲
五
忽
…
　
一
斤
　
銀
約
五
分⁄

六
厘
…
？

絹
　
　
　
　
一
匹
　
銀
一
分

緞
　
　
　
　
一
匹
　
銀
一
銭

緞
襖
　
　
　
一
件
　
銀
五
分

襖
子
　
　
　
一
件
　
銀
五
分

一
斤
　
銀
五
毫

弓
　
　
　
　
一
張
　
銀
一
分

羊
皮
襖
　
　
一
件
　
銀
一
分

氈
　
　
　
　
一
塊
　
銀
五
厘

靴
　
　
　
　
一
双
　
銀
一
厘

参
　
　
　
　
一
園
　
銀
一
厘

蜂
蜜⁄

蜜
　
一
斤
　
銀
一
厘

参
蝋
　
　
　
一
塊
　
銀
一
厘

珠
子
　
　
　
一
顆
　
銀
二
銭
三
分
七
厘
…⁄

一
銭
一
分
五
厘⁄

六
分
四
厘⁄

七

分
七
厘
…⁄

六
厘
？⁄

三
分
一
厘
…

榛
子
　
　
　
一
斗
　
銀
一
厘

松
子
　
　
　
一
石
　
銀
三
分⁄

一
斗
　
銀
三
厘

木
耳
　
　
　
一
斤
　
銀
一
厘

木
枯
　
　
　
一
斤
　
銀
六
毫
六
絲
四
忽
…

撒
袋
　
　
　
一
付
　
銀
五
厘

子
　
　
　
一
件
　
銀
五
厘

鍋
　
　
　
　
一
口
　
銀
三
分

一
口
　
銀
一
厘

鶏
　
　
　
　
一
隻
　
銀
一
厘

６
、
遼
海
衛
指
揮
僉
事
高
良
弼
呈
報
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

入
市

布
易
換

馬
　
　
　
　
一
匹
　
銀
七
銭

牛
　
　
　
　
一
隻
　
銀
二
銭
五
分

驢
　
　
　
　
一
頭
　
銀
一
銭

羊
皮
襖
　
　
一
件
　
銀
一
分

７
、
□
□
□
指
揮
同
知
戴
良
棟
呈
報
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

入
市

布
易
換

馬
　
　
　
　
一
匹
　
銀
七
銭
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牛
　
　
　
　
一
隻
　
銀
二
銭
五
分

驢
　
　
　
　
一
頭
　
銀
一
銭

騾
　
　
　
　
一
頭
　
銀
三
銭

羊
　
　
　
　
一
隻
　
銀
二
分

羊
皮
　
　
　
一
張
　
銀
二
厘

睡
皮
　
　
　
一
張
　
銀
一
分

貂
皮
　
　
　
一
張
　
銀
二
分

羊
皮
襖
　
　
一
件
　
銀
一
分

氈
　
　
　
　
一
塊
　
銀
五
厘

８
、
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

入
市

布
易
換

馬
　
　
　
　
一
匹
　
銀
七
銭

牛
　
　
　
　
一
隻
　
銀
二
銭
五
分

９
、
定
遼
後
衛
経
歴
司
呈
報
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

入
市

豬牛
易
換

馬
匹皮

麻
布

人
参

木
耳

糧
食10

、
馬
市
抽
分
税
銀
清
冊

入
市

牛
　
　
　
　
一
隻
　
銀
二
銭
五
分⁄

二
銭
四
分
九
厘
四
毫
…

驢
　
　
　
　
一
頭
　
銀
一
銭

豬
　
　
　
　
一
隻
　
銀
五
厘
？

羊
　
　
　
　
一
隻
　
銀
二
分

羊
皮
　
　
　
一
張
　
銀
二
厘

羊
襖
子
　
　
一
件
　
銀
一
分

絹
　
　
　
　
？

緞
　
　
　
　
一
疋
　
銀
一
銭

襖
子
　
　
　
一
件
　
銀
一
銭
五
分

子
　
　
　
一
件
　
銀
五
厘

鍋
　
　
　
　
一
口
　
銀
三
分

木
耳
　
　
　
一
斤
　
銀
五
厘

易
換

馬
　
　
　
　
一
匹
　
銀
五
銭
？

貂
皮
　
　
　
一
張
　
銀
二
分
五
厘

鹿
皮
　
　
　
一
張
　
銀
二
分

狐
皮
　
　
　
一
張
　
銀
一
分

皮
　
　
　
一
張
　
銀
五
厘

木
　
　
　
　
一
把
　
銀
一
厘

11
、
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

入
市

布
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牛
　
　
　
　
一
隻
　
銀
二
銭
四
分
六
厘
六
毫
…⁄

二
銭
五
分

豬
　
　
　
　
一
隻
　
銀
五
厘

驢
　
　
　
　
一
隻
　
銀
一
銭

羊
　
　
　
　
一
隻
　
銀
二
分

羊
皮
襖
　
　
一
件
　
銀
一
分

襖
子
　
　
　
一
件
　
銀
一
銭
五
分

子
　
　
　
一
件
　
銀
四
厘
八
毫
…⁄

五
厘

鍋
　
　
　
　
一
口
　
銀
三
分

水
靴
　
　
　
一
双
　
銀
二
分

牛
　
　
　
　
一
隻
　
銀
二
銭
五
分

羊
　
　
　
　
一
隻
　
銀
二
分

絹
　
　
　
　
一
匹
　
銀
一
分

緞
　
　
　
　
一
疋
　
銀
一
銭

易
換

馬
　
　
　
　
一
匹
　
銀
三
銭⁄

七
銭⁄

八
銭
五
分

牛
　
　
　
　
一
隻
　
銀
三
銭

羊
　
　
　
　
一
隻
　
銀
二
分

馬
尾
　
　
　
一
斤
　
銀
一
分

牛
皮
　
　
　
一
張
　
銀
二
分

貂
皮
　
　
　
一
張
　
銀
二
分
五
厘
（
大
半
は
）
銀
五
厘
〜
二
分
五
厘
五
毫
…

鹿
皮
　
　
　
一
張
　
銀
二
分

狐
皮
　
　
　
一
張
　
銀
一
分

睡
皮
　
　
　
一
張
　
銀
一
分

皮
　
　
　
一
張
　
銀
五
厘

狼
皮
　
　
　
一
張
　
銀
二
分

羊
皮
　
　
　
一
張
　
銀
一
厘
九
毫
…⁄

二
厘

豹
皮
　
　
　
一
張
　
銀
一
銭

水
獺
皮
　
　
一
張
　
銀
二
分

木
耳
　
　
　
一
斤
　
銀
一
厘
一
毫

参
　
　
　
　
一
斤
　
銀
一
分⁄

九
厘
七

一
包
　
銀
六
毫
…

蜜
　
　
　
　
一
斤
　
銀
一
厘

蝋
　
　
　
　
一
斤
　
銀
一
分

榛
子
　
　
　
一
斗
　
銀
二
厘

松
子
　
　
　
一
斗
　
銀
三
厘

珠
子
　
　
　
一
顆
　
銀
一
銭
三
分
〜
二
銭

木
　
　
　
　
一
把
　
銀
一
厘

箭
挿
　
　
　
一
副
　
銀
二
分

氈
　
　
　
　
一
塊
　
銀
五
厘

15
、
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

入
市
、
易
換
は
不
明
。

小
豬
　
　
　
一
隻
　
銀
五
厘

綿
羊
　
　
　
？

羊
皮
襖
　
　
一
件
　
銀
一
分

子
　
　
　
一
件
　
銀
五
厘

鍋
　
　
　
　
一
口
　
銀
三
分

蜜
　
　
　
　
一
斤
　
銀
一
厘

参
蝋
　
　
　
一
塊
　
銀
一
厘

木
耳
　
　
　
一
斤
　
銀
一
厘

木
枯
　
　
　
一
斤
　
銀
六
毫
八
絲
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撒
袋
　
　
　
一
副
　
銀
五
厘

罎
　
　
　
　
一
個
　
銀
一
厘

鹿
皮
　
　
　
一
張
　
銀
二
分

睡
皮
　
　
　
一
張
　
銀
一
分

皮
　
　
　
一
張
　
銀
五
厘

羊
皮
　
　
　
一
張
　
銀
二
厘

水
獺
皮
　
　
一
張
　
銀
二
分

松
子
　
　
　
一
斗
　
銀
三
厘

各
　
案
の
抽
分
額
は
以
上
の
通
り
で
あ
り
、
９
の
撫
順
馬
市
の
抽
分
額
が

記
載
形
式
の
壁
に
阻
ま
れ
て
不
明
で
あ
る
ほ
か
は
、
開
原
馬
市
に
お
け
る
抽

分
額
は
お
お
よ
そ
判
明
し
た
。
入
市
と
易
換
の
間
の
抽
分
額
の
差
は
、
例
え

ば
驢
の
場
合
、
入
市
は
五
分
で
あ
る
の
に
易
換
は
一
銭
、
榛
子
は
入
市
が
一

厘
で
易
換
が
二
厘
な
ど
、
易
換
の
ほ
う
が
高
め
で
あ
る
場
合
と
、
珠
子
の
よ

う
に
入
市
が
三
分
一
厘
か
ら
二
銭
三
分
七
厘
ま
で
、
易
換
が
一
銭
三
分
か
ら

二
銭
の
よ
う
に
、
そ
の
逆
が
あ
る
が
、
殆
ど
の
場
合
は
同
額
で
あ
る
の
で
、

入
市
と
易
換
の
抽
分
額
に
差
が
あ
る
と
い
う
よ
り
取
引
ご
と
に
偏
差
が
あ
っ

た
と
見
た
ほ
う
が
良
か
ろ
う
。
ま
た
同
一
品
物
で
あ
っ
て
も
、
馬
匹
は
三
銭

か
ら
八
銭
五
分
、
木
耳
が
一
斤
あ
た
り
一
厘
か
ら
五
厘
な
ど
と
ぶ
れ
が
大
き

い
も
の
が
若
干
あ
る
ほ
か
、
微
妙
に
数
値
が
ぶ
れ
て
い
る
品
目
も
多
い
。
た

だ
、

案
３
か
ら
15
ま
で
著
し
い
差
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
抽
分
額

が
機
械
的
に
適
用
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
恐
ら
く
品

質
や
相
対
し
た
時
の
人
間
関
係
な
ど
も
こ
の
ぶ
れ
を
生
む
要
因
だ
っ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

次
に
　
案
と
地
方
志
の
比
較
を
し
て
み
る
と
、
大
半
の
品
目
で
『
全
遼
志
』

の
額
と
一
致
し
、
『
遼
東
志
』
と
一
致
し
た
品
目
は
　
馬
、
豹
皮
、
狐
皮
、

貂
皮
、

皮
に
止
ま
っ
た
。
『
遼
東
志
』
よ
り
『
全
遼
志
』
の
ほ
う
が
騰
が

っ
た
品
目
に
お
い
て
も
例
外
な
く
　
案
の
抽
分
額
は
『
全
遼
志
』
と
一
致
し

た
も
の
の
、
小
馬
、
参
な
ど
額
が
下
が
っ
た
も
の
も
見
受
け
ら
れ
た
。

案

の
集
計
か
ら
得
ら
れ
た
数
値
が
ぶ
れ
て
い
る
の
で
、
『
全
遼
志
』
の
数
値
と

も
完
全
に
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

本
節
で
最
後
に
留
意
す
べ
き
点
と
し
て
は
、
「
入
市
布
」
の
問
題
で
あ
る
。

例
え
ば
前
引
の
　
案
11
の
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊
に
、

初
八
日
一
起
、
新
安
関
進
入
夷
人
把
打
　
等
五
十
五
名
、
到
市
与
買
売

人
楊
景
時
等
易
□
抽
銀
八
分
。

一
、
入
市
布
。

一
、
易
換
羊
四
隻
、
抽
銀
八
分
。

と
あ
る
よ
う
に
、
入
市
の
布
は
抽
分
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
も
し
売

買
人
が
市
に
貨
物
を
持
ち
込
ん
だ
な
ら
ば
当
然
に
し
て
そ
れ
ら
の
貨
物
は
抽

分
の
対
象
と
な
り
、
入
市
貨
物
抽
銀
…
と
い
う
よ
う
な
記
述
形
式
と
な
ろ
う
。

売
買
人
が
空
手
で
馬
市
に
や
っ
て
来
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
当
然
に
し

て
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
イ
や
女
直
が
欲
す
る
物
品
を
心
得
て
い
て
様
々
持
ち
込
ん
で

い
る
と
考
え
て
も
大
過
あ
る
ま
い
。
ま
た
来
市
す
る
「
夷
人
」
に
と
っ
て
も
、

単
に
自
ら
の
物
品
を
売
却
す
る
こ
と
に
止
ま
る
と
は
考
え
に
く
く
、
来
市
す

る
こ
と
で
得
ら
れ
る
撫
賞
は
既
得
権
益
と
し
て
織
り
込
み
済
み
と
し
て
も
、

さ
ら
に
必
要
物
品
を
購
入
し
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
上
記

の
記
載
形
式
が
現
れ
た
場
合
、
売
買
人
が
こ
の
交
易
に
何
ら
か
の
物
品
を
持

ち
込
ん
だ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
単
に
羊
四
隻
を
購
入
し
た
と
い
う
こ
と
で
は

な
か
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
の
入
市
布
と
は
売
買
人
が
馬
市
使
用
税
と
し
て
馬

市
官
に
納
入
し
た
布
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
な
お
後
考
に
待
ち
た
い
。
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お
わ
り
に

本
稿
で
は
遼
東
馬
市
に
お
け
る
、
嘉
靖
二
十
九
年
か
ら
萬
暦
年
間
ま
で
の

馬
市
関
係
　
案
に
見
ら
れ
る
取
引
徴
税
記
録
を
、
品
目
、
税
高
の
点
で
『
遼

東
志
』、『
全
遼
志
』
の
記
述
と
比
較
し
た
。
そ
の
結
果
、

案
か
ら
の
集
計

結
果
は
、
品
目
、
税
高
の
二
点
と
も
『
全
遼
志
』
と
一
致
す
る
部
分
が
多
か

っ
た
。
前
述
で
は
『
遼
東
志
』
と
『
全
遼
志
』
の
間
の
相
違
は
、
嘉
靖
十
六

年
か
ら
同
四
五
年
ま
で
の
約
三
十
年
間
の
間
の
変
化
を
示
し
て
お
り
、
銀
納

と
物
納
が
入
り
混
じ
っ
た
『
遼
東
志
』
段
階
か
ら
全
銀
納
の
『
全
遼
志
』
段

階
へ
の
移
行
を
示
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
３
、
□
□
□
指
揮

僉
事
完
仁
呈
報
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊
は
嘉
靖
二
十
九
年
の
、

海
西
女
直
・
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
イ
を
対
象
と
す
る
開
原
馬
市
の
取
引
記
録
で
あ
る
。

こ
の
　
案
３
と
ほ
か
の
萬
暦
年
間
の
　
案
に
登
場
す
る
品
目
、
税
高
の
傾
向

は
基
本
的
に
大
差
な
い
。
『
遼
東
志
』
編
纂
の
嘉
靖
十
六
年
か
ら
　
案
３
、

15
の
嘉
靖
二
十
九
〜
三
十
年
前
後
ま
で
は
わ
ず
か
に
十
三
年
で
あ
る
。
こ
の

短
期
間
に
完
全
銀
納
が
実
現
す
る
と
は
考
え
難
く
、
嘉
靖
年
間
が
始
ま
る
頃

ま
で
に
完
了
し
た
も
の
と
見
た
ほ
う
が
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て

『
遼
東
志
』
の
記
述
は
や
や
以
前
の
遼
東
馬
市
の
取
引
状
況
を
示
す
も
の
で

あ
っ
て
も
、
嘉
靖
十
六
年
頃
を
ビ
ビ
ッ
ド
に
示
す
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

寧
ろ
傾
向
を
示
す
史
料
と
し
て
は
『
全
遼
志
』
の
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
こ
と

で
、
『
遼
東
志
』
刊
行
か
ら
『
全
遼
志
』
刊
行
ま
で
の
間
の
変
化
は
、
嘉
靖

十
六
年
か
ら
同
四
十
五
年
ま
で
の
間
の
変
化
を
示
す
の
で
は
な
く
、
嘉
靖
年

間
ま
で
の
物
納
か
ら
銀
納
へ
の
緩
や
か
な
変
化
を
示
し
て
い
る
と
考
え
た
ほ

う
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
こ
の
『
全
遼
志
』
の
記
録
に
し
て
も
、

遼
東
馬
市
取
引
の
一
端
を
示
す
に
止
ま
っ
て
お
り
、
徴
税
額
も
お
お
よ
そ
の

目
安
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
実
際
の
取
引
の
場
で
は
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
が

相
当
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
徴
税
率
で
あ
る
が
現
段
階
で
は
不

明
で
あ
る
の
で
後
考
に
待
ち
た
い
（
17
）

。

註

（
１
）
拙
稿
「
明
代
遼
東
統
治
体
制
試
論
―
山
東
布
政
司
と
の
関
わ
り
を
め
ぐ
っ
て

(

一)

」『(

中
央
大
学)

人
文
研
紀
要
』
三
七
、
二
〇
〇
〇
年
、
和
田
清
「
明
初
の
満

洲
経
略
　
上
・
下
」（
同
『
東
亜
史
研
究(

満
洲
篇)

』
東
洋
文
庫
、
一
九
五
五
年
）。

（
２
）
川
越
泰
博
「
『
三
萬
衛
選
簿
』
の
研
究
―
明
代
女
直
軍
官
考
序
説
と
し
て
―
」

『
史
苑
』
三
八
―
一
・
二
、
一
九
七
八
年
、
の
ち
同
『
中
国
典
籍
研
究
』（
国
書
刊

行
会
、
一
九
七
八
年
）
所
収
、
楠
木
賢
道
「
明
朝
の
遼
東
支
配
と
三
萬
衛
―
明
初

の
女
直
軍
官
を
め
ぐ
っ
て
―
」
『
史
境
』
九
、
一
九
八
四
年
、
同
「
明
代
三
萬
衛

女
直
軍
官
の
動
向
―
永
楽
二
〇
年
の
開
原
事
変
に
お
け
る
二
つ
の
行
動
パ
タ
ー
ン

を
め
ぐ
っ
て
―
」
『
史
峯
』
創
刊
号
、
一
九
八
八
年
、
江
嶋
壽
雄
『
明
代
清
初
の

女
直
史
研
究
』（
中
国
書
店
、
一
九
九
九
年
）
参
照
。

（
３
）
江
嶋
壽
雄
前
掲
『
明
代
清
初
の
女
直
史
研
究
』。
ほ
か
に
明
代
遼
東
に
お
け
る

馬
市
研
究
に
関
し
て
は
、
古
典
的
な
と
こ
ろ
で
は
稲
葉
岩
吉
「
明
代
遼
東
馬
市
」

『
史
学
雑
誌
』
二
四
―
一
、
一
九
一
三
年
、
同
『
増
訂
　
満
洲
発
達
史
』
日
本
評

論
社
、
一
九
三
二
年
、
中
山
八
郎
「
明
代
満
州
に
於
け
る
馬
市
開
催
地
に
就
い
て
」

『
人
文
研
究
』
七
―
八
、
一
九
五
六
年
、
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
中
国
に
お
け
る

研
究
で
は
田
静
「
明
代
遼
東
的
馬
市
貿
易
」
『
史
学
月
刊
』
一
九
六
〇
―
六
な
ど

の
個
別
論
文
の
ほ
か
、
東
北
史
研
究
・
遼
東
史
研
究
の
一
環
と
し
て
馬
市
に
言
及

さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
主
な
と
こ
ろ
で
は
、
楊
暘
、
袁
閭
　
、
傅
朗
雲
『
明
代
奴

儿
干
都
司
及
其
衛
所
研
究
』
中
州
書
画
社
、
一
九
八
二
年
、
李
健
才
『
明
代
東
北
』

遼
寧
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
楊
暘
『
明
代
遼
東
都
司
』
中
州
古
籍
出
版
社
、

一
九
八
八
年
、
楊
暘
『
明
代
東
北
史
綱
』
学
生
書
局
、
一
九
九
三
年
、

冬
主
編

『
中
国
東
北
史
』
全
八
巻
、
東
北
文
史
出
版
社
、
一
九
九
八
年
の
第
三
巻
「
元
代

東
北
・
明
代
東
北
」
、
第
四
巻
「
明
代
東
北
・
清
代
東
北
」
な
ど
が
あ
る
。
さ
ら
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に
は
女
直(

真)

史
研
究
・
モ
ン
ゴ
ル
史
研
究
の
方
面
か
ら
も
言
及
が
あ
る
。
そ
れ

に
は
園
田
一
亀
『
明
代
建
州
女
直
史
研
究
』
国
立
書
院
、
一
九
四
八
年
、
同
『
明

代
建
州
女
直
史
研
究
続
篇
』
東
洋
文
庫
、
一
九
五
三
年
、
河
内
良
弘
『
明
代
女
真

史
の
研
究
』
同
朋
舎
出
版
、
一
九
九
二
年
、
和
田
清
前
掲
『
東
亜
史
研
究(

満
洲

篇)
』、
同
『
東
亜
史
研
究(

蒙
古
篇)

』
東
洋
文
庫
、
一
九
五
九
年
、
な
ど
が
あ
る
。

明
代
馬
政
研
究
と
の
関
係
で
は
、
谷
光
隆
『
明
代
馬
政
の
研
究
』
東
洋
史
研
究
叢

刊
二
六
、
一
九
七
二
年
、
を
挙
げ
て
お
く
。

（
４
）
拙
稿
「
明
代
遼
東
馬
市
　
案
考
」『（
中
央
大
学
）
人
文
研
紀
要
』
四
四
、
二
〇

〇
二
年
。

（
５
）
遼
寧
省
　
案
館
・
遼
寧
社
会
科
学
院
歴
史
研
究
所
編
『
明
代
遼
東
　
案
　
編
』

上
下
、
遼
瀋
書
社
、
一
九
八
五
年
。
遼
寧
省
　
案
館
現
存
明
　
は
合
計
で
一
〇
八

〇
巻
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
遼
寧
省
　
案
館
と
遼
寧
社
会
科
学
院
歴
史
研

究
所
の
研
究
者
に
よ
り
、
比
較
的
残
存
状
態
が
よ
く
、
学
界
に
裨
益
す
る
　
案
が

選
び
出
さ
れ
、
上
下
二
冊
に
整
理
出
版
さ
れ
た
。
本
稿
で
検
討
す
る
馬
市
関
係

案
は
本
　
案
集
の
遼
東
都
指
揮
使
司
　
案
の
項
に
属
し
て
い
る
。

（
６
）
江
嶋
壽
雄
「
遼
東
馬
市
起
源
」
『
東
洋
史
学
』
九
、
一
九
五
四
年
（
同
前
掲

『
明
代
清
初
の
女
直
史
研
究
』
所
収
）。

（
７
）
江
嶋
壽
雄
「
明
末
遼
東
の
互
市
場
」『
史
淵
』
九
〇
、
一
九
六
三
年
、
同
「
明

末
遼
東
の
互
市
場
補
遺
」
『
史
淵
』
一
〇
〇
、
一
九
六
八
年
（
同
前
掲
『
明
代
清

初
の
女
直
史
研
究
』
所
収
）
。
な
お
『
明
代
清
初
の
女
直
史
研
究
』
三
八
八
頁
の

「
表
示
「
明
末
遼
東
の
互
市
（
国
際
貿
易
）
場
」」
を
参
照
。

（
８
）
楊
暘
前
掲
『
明
代
遼
東
都
司
』
第
十
二
章
、
明
朝
遼
東
文
化
、
同
前
掲
『
明
代

東
北
史
綱
』
第
十
四
章
、
明
代
遼
東
文
化
、
参
照
。

（
９
）
江
嶋
壽
雄
「
明
代
女
直
朝
貢
貿
易
の
概
観
」
『
史
淵
』
七
七
、
一
九
五
八
年
、

同
「
明
末
女
直
の
朝
貢
に
就
て
」
『
清
水
博
士
追
悼
記
念
明
代
史
論
叢
』
大
安
、

一
九
六
二
年
（
と
も
に
同
前
掲
『
明
代
清
初
の
女
直
史
研
究
』
所
収
）。

（
10
）
江
嶋
壽
雄
前
掲
「
明
末
遼
東
の
互
市
場
」。
ま
た
李
健
才
氏
に
次
の
よ
う
な
記

述
が
あ
る
。
「
馬
市
貿
易
に
お
い
て
、
馬
市
を
管
理
す
る
官
員
は
、
市
に
入
る
貨

物
に
対
し
て
税
を
徴
収
し
、
当
時
、
抽
分
と
呼
ん
だ
。
最
初
、
有
る
も
の
は
銀
両

を
収
め
、
有
る
も
の
は
現
物
を
徴
収
し
た
。
（
中
略
）
後
、
全
て
銀
両
を
徴
収
す

る
こ
と
に
改
め
た
。
「
開
原
二
市
銀
両
、
附
入
循
環
収
貯
衛
庫
、
遇
有
動
用
、
呈

請
支
銷
。
撫
順
銀
両
、
備
禦
官
撫
夷
公
用
。
広
寧
銀
両
、
委
官
具
数
収
庫
、
聴
明

動
支
。
（
『
全
遼
志
』
巻
二
、
賦
役
、
馬
市
抽
分
か
ら
の
引
用
…
著
者
註
）
」
市
に

入
る
ウ
リ
ヤ
ン
ハ
イ
三
衛
と
女
真
の
各
衛
の
頭
目
及
び
部
衆
に
対
し
て
は
官
職
の

等
級
に
準
じ
て
撫
賞
を
行
い
、
酒
宴
及
び
緞
、
布
等
の
も
の
を
賞
給
し
た
。
撫
賞

の
費
用
は
馬
市
の
税
収
の
中
か
ら
支
出
し
た
。
馬
市
貿
易
に
お
け
る
抽
分
と
撫
賞

に
関
し
て
は
、
『
遼
東
志
』
巻
三
、
兵
食
、
馬
市
の
条
に
比
較
的
詳
細
な
記
載
が

あ
る
（
李
健
才
前
掲
『
明
代
東
北
』
一
七
九
〜
一
八
〇
頁

）。」
し
か
し
馬
市
で
行

わ
れ
た
徴
税
を
記
録
し
た
帳
簿
と
上
記
記
録
と
の
比
較
は
未
だ
不
十
分
の
ま
ま
に

残
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）
李
健
才
前
掲
『
明
代
東
北
』
一
七
八
頁
。

（
12
）
李
健
才
前
掲
『
明
代
東
北
』
一
七
八
頁
。

（
13
）
李
健
才
前
掲
『
明
代
東
北
』
一
七
九
頁
。

（
14
）
拙
稿
前
掲
「
明
代
遼
東
馬
市
　
案
考
」
に
お
け
る
検
討
で
は
、
『
明
代
遼
東

案
　
編
』
下
の
第
七
章
　
馬
市(

七
一
五
頁
〜
八
四
七
頁)

に
収
録
さ
れ
て
い
る
、

遼
東
馬
市
関
係
　
案
十
五
本
に
、

１
　
□
□
都
司
経
歴
司
為
海
西
忽
魯
愛
等
衛
野
人
女
真
朝
覲
貢
馬
事
給
巡
按
山

東
監
察
御
史
的
呈
文

２
　
□
□
□
関
於
野
人
女
真
到
市
貢
馬
匹
起
送
事
的
咨
文

３
　
□
□
□
指
揮
僉
事
完
仁
呈
報
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

４
　
抽
収
馬
牛
豬
等
商
税
銀
両
清
冊

５
　
□
□
衛
税
収
清
冊

６
　
遼
海
衛
指
揮
僉
事
高
良
弼
呈
報
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

７
　
□
□
□
指
揮
同
知
戴
良
棟
呈
報
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

８
　
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

９
　
定
遼
後
衛
経
歴
司
呈
報
馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

10

馬
市
抽
分
税
銀
清
冊

11

馬
市
抽
分
与
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊
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12

安
楽
州
呈
報
撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

13

遼
東
副
総
官
管
分
守
海
蓋
等
処
地
方
左
参
将
為
収
買
馬
匹
事
的
憲
牌

14

撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

15

撫
賞
夷
人
用
銀
物
清
冊

と
、
通
し
番
号
を
振
っ
た
。
本
稿
も
こ
れ
に
準
拠
す
る
。

（
15
）
拙
稿
前
掲
「
明
代
遼
東
馬
市
　
案
考
」。

（
16
）
各
　
案
の
説
明
は
拙
稿
前
掲
「
明
代
遼
東
馬
市
　
案
考
」
に
よ
る
。
な
お
本
文

中
の
　
案
原
文
引
用
に
お
い
て
、「
…
…
」
は
　
案
編
纂
時
の
判
読
不
能
箇
所
を

示
す
。

（
17
）
明
代
の
商
税
に
つ
い
て
は
佐
久
間
重
男
「
明
代
の
商
税
制
度
」『
社
会
経
済
史

学
』
一
三
ー
三
、
一
九
四
三
年
、
新
宮
（
佐
藤
）
学
「
明
代
後
半
期
江
南
諸
都
市

の
商
税
改
革
と
門
攤
銀
」『
集
刊
東
洋
学
』
六
十
、
一
九
八
九
年
、
な
ど
参
照
。


